
 

 

議案第８５号 

 

   地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について    

  

  令和４年９月１日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

 

 

   地方公務員法の改正に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 （前橋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 前橋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年前橋市条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第２条各号列記以外の部分中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」

に改める。 

 （前橋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正） 

第２条 前橋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２１年

前橋市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

  第８条の表第９条の５第２項第２号の項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前

再任用短時間勤務職員」に改め、同表第１２条第４項の項を削り、同表第１５条

の３の項中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

 （前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和２８年前橋市条

例第１８号）の一部を次のように改正する。 

  第４条中「とする」を「並びに法第２８条の２第１項に規定する降給（同項本文

の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位

の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格す

ることをいう。）とする」に改める。 

  第５条各号列記以外の部分中「降任された」を「降任により現に属する職務の級

より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなっ

た」に、「該当する場合において」を「該当し」に、「とき」を「場合」に改め

る。 

  附則に次の２項を加える。 

  （６０歳に達した職員の降給の特例） 



 

 

 ５ 前橋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年前橋市条例第３０３号。

次項において「給与条例」という。）附則第９項の規定の適用を受ける職員に対

する第４条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは

「並びに前橋市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年前橋市条例第３０

３号）附則第９項の規定による降給とする」とする。 

 ６ 第８条の規定は、給与条例附則第９項の規定による降給の場合には、適用しな

い。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、市規則で定めると

ころにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知

を行うものとする。 

 （前橋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 前橋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２８年前橋市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「とし、」を「、その発令の日に受ける」に改め、同条に後段として次

のように加える。 

   この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当

の合計額の５分の１に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。 

 （前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年前橋市条例第４号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項中「第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項に規定する短時間

勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」を「第２２

条の４第１項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占

める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」に改める。 

  第３条第１項ただし書及び第２項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年

前再任用短時間勤務職員」に改める。 

  第４条第２項本文中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に、「設け、かつ、当該期間につき１週間当たり３８時間４５分となるよう

に勤務時間を割り振らなければならない」を「設けなければならない」に改め、

同項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に、「設け、かつ、当該期間につき１週間当たり３８時間４５分となるように勤

務時間を割り振る」を「設ける」に改める。 

  第１２条第１項第１号及び第１９条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任

用短時間勤務職員」に改める。 

 （前橋市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 前橋市職員の育児休業等に関する条例（平成４年前橋市条例第５号）の一部



 

 

を次のように改正する。 

  第２条第２号を次のように改める。 

  (2) 前橋市職員の定年等に関する条例（昭和５９年前橋市条例第３４号）第４

条第１項又は第２項の規定により引き続いて勤務している職員 

  第２条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加

える。 

  (3) 前橋市職員の定年等に関する条例第９条第１項から第４項までの規定によ

り異動期間（これらの規定により延長された期間を含む。）を延長された管理

監督職を占める職員 

  第１０条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に、「再任用短時

間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員等」に改める。 

  第１１条第１項中「再任用短時間勤務職員等」を「定年前再任用短時間勤務職員

等」に改める。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される前橋市職員の処遇等に関する条例の一

部改正） 

第７条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される前橋市職員の処遇等に関する条例

（平成１２年前橋市条例第５２号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第４号中「昭和５９年前橋市条例第３４号」の次に「。次号におい

て「定年等条例」という。」を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に

次の１号を加える。 

  (5) 定年等条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（これらの

規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例の一部改正） 

第８条 公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例（平成１３年前橋市条例第

２３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第１号中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条

の４第１項又は第２８条の６第１項の規定により採用された職員を除く。）」を

削り、同項第２号中「地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２

項」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項」に改

め、同項第４号中「昭和５９年前橋市条例第３４号」の次に「。次号において

「定年等条例」という。」を加え、同項中第５号を第６号とし、第４号の次に次

の１号を加える。 

  (5) 定年等条例第９条第１項から第４項までの規定により異動期間（これらの

規定により延長された期間を含む。）を延長された管理監督職を占める職員 

 （前橋市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 



 

 

第９条 前橋市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和６３年前橋市条例第１５号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条の２の見出し中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改め、同条中「第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項」を「第２２

条の４第１項の規定により採用された職員で同項」に改める。 

 （前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第１０条 前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１年前橋市条

例第５３号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項」を「第２２条の

４第１項」に改める。 

  第７条第１号中「以下」の次に「この号及び第３号において」を加え、同条第２

号中「以下」の次に「この号及び次号において」を加える。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改め、

同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

 （前橋市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第１１条 前橋市職員の再任用に関する条例（平成１２年前橋市条例第５３号）は、

廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （暫定再任用職員に関する措置） 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第６３号。

以下「改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を改

正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第６

条第１項若しくは第２項（これらの規定を改正法附則第９条第３項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により採用された職員をいう。）で地

方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占める者は、第５条の規定による改正後の前橋市職員の勤務時間、休

暇等に関する条例（以下この項において「新条例」という。）第２条第２項に規

定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。 

３ 第８条の規定による改正後の公益的法人等への前橋市職員の派遣に関する条例第

２条第２項第１号及び第２号に規定する職員については、前橋市職員の定年等に

関する条例の一部を改正する条例（令和４年前橋市条例第  号）附則第５項か

ら第１２項までの規定により採用された職員を除くものとする。 



 

 

４ 改正法附則第４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員については、前橋市企業職員の給与の種類及び基準に関す

る条例第５条、第６条、第６条の３及び第１５条の規定は、適用しない。 


